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志免町における自治体DXの取組

コロナ禍で 脱書面、脱押印、脱対面化 が進む

【目的】
× 押印をなくすこと自体

○ 行政手続における町民の負担を軽減し、利便性を向上させる
○ 今後の申請手続のオンライン化など行政サービスの向上につなげる

行政手続における押印の見直し・電子決裁の導入

スマートフォンの導入

◆ 場所や時間を問わない内線化
◆ さらなる円滑なコミュニケーションの促進
◆ 柔軟な働き方の実現

各種申請書、見積書・請求書
などへの押印を廃止

文書事務、財務会計の電子
決裁により起案文書への押
印が不要

◆ 事務の効率化
◆ 職員の多様な働き方を確保
◆ ペーパーレス
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(電子契約の導入)

・契約（押印）を紙で行うため郵送
か来庁する必要があり、かつ契約
後の内容確認等に手間がかかる。

・入札参加資格審査申請や入札はオン
ラインで手続できるにもかかわらず、
最終的な契約締結時には紙でやりと
りする必要があり、製本等に負担が
かかる。（そのため収入印紙も必
要）

→契約をシステムで行う。（電子契
約）

●課題とその解決策●現状

デジタル化の流れ
・見積書、請求書、領収書等の押印不要
・脱書面、脱押印、脱対面化
・電子決裁・電子入札・入札参加資格申請（電子）

契約手続

・やりとりはデータで行うにもかかわらず、
契約書は製本後紙で締結している。

・紙による契約のため収入印紙が必要となる。

契約書
(製本)業者

●今後

・契約印（公印）に代わる電子署名と
タイムスタンプを付与することで、
原本性を担保する。

・印紙、契約書の製本が不要
・手続きに係る時間の短縮

契約手続(電子契約システム)

業者
保管

電子署名

(保管)

電子署名

(保管)
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運用の考え
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令和７年３月

令和６年４月

電子契約締結体制は

確立

新たな事務運用にお

いても開始

当初説明会以降は、各担当課で契約相手事業者様へ電子契約が可能かど

うか周知を行いますので、電子契約についてご検討をお願いします。

年度当初の契約については検討期間が短いため令和6年度は周知及び事業

者様からの同意を確認するための期間として運用します。

ただし、電子契約の同意が得られる場合は、システムを利用し電子契約

が可能です。

随意契約

入札 当初説明会以降は、経営企画課よりその都度事業者様へ電子契約が可能

かどうか周知を行いますので、電子契約についてご検討をお願いしま

す。

事業者への周知・同意確認期間

事業者への周知・同意確認期間



電子契約の概要

開始時期 令和６年４月

電子契約システム ＧＭＯサイン

対象とする契約 原則すべて

対象外契約

１．法令により書面が求められる契約

事業用定期借地契約（借地借家法第２３条）

２．契約期間が１０年を超える契約

電子署名の有効期間が１０年のため

３．個人との契約（個人事業主は可）

４．その他、電子契約によることが適切でないと町が判断したもの

ただし電子契約可能となる契約は 契約相手（事業者）の同意のある契約
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電子契約利用申込について

１．志免町ホームページの入札参加資格申請システムよりログイン
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電子契約利用申込について

２．変更申請より入力
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電子契約利用申込について

３．システム内の電子契約締結用メールアドレスに入力
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電子契約利用申込について

４．登録時期

随時登録が可能（令和6年3月19日現在）
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電子契約締結の流れ

入札参加資格申請システムに電子契約締結用メールアドレスを登録し
ている場合
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①町
契約書のアップ

ロード

②事業者
署名

③町
署名

④事業者
契約書ダウン

ロード

①紙契約と同様に契約書及び契約書に綴じ込む書面一式（仕様書、図面等）
をアップロード

（町より、電子契約での契約、契約書署名者等を確認後手続き）

②事業者にて内容を確認し署名、町より添付を求められた書面があれば添付

③町にて署名

④事業者にて契約書のダウンロード



電子契約締結の流れ

電子契約締結用メールアドレスを登録していない場合
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①町
電子契約について

ご案内

②電子契約締
結用メールア
ドレスの連絡

③電子契約締
結（前ページ
と同じ流れ

①電子契約にて契約締結が可能かご案内

一般競争入札（入札公告時及び参加申請受付時）

指名競争入札（指名通知時）

随意契約（見積依頼時等）

②電子契約締結用メールアドレスの連絡は電子メールにて下記へ送信

入札（経営企画課） 随意契約（担当課）

③確認後電子契約

④②のメール内容を経営企画課で確認し、入札参加資格申請システムへの登録依頼

を行う。次回以降の契約は変更がない限り、入札参加資格申請システム登録の

メールアドレスをもって電子契約を行う。（契約締結前に確認を行う）

④入札参加資
格申請システ
ムに登録



その他の事項
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・システム利用自体の費用負担はありません。

・電子契約の同意がない場合は紙契約となります。

・履行保証保険等については電子化を実施していないため、紙で

の提出となります。

・契約締結後の修正は不可となります。各発注担当課へご連絡く

ださい。


